
 

平成２９年１０月２５日 

福 祉 保 健 局 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

に基づく指定自立支援医療機関に対する行政処分の撤回について 

  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「法」という。）第６８条第１項第１号の規定に基づき平成２９年６月２９

日付２９福保障精第５２２号により行った指定自立支援医療機関の指定取消処分につい

ては、下記のとおり撤回する。 

 

記 

 

１ 対象指定自立支援医療機関 

 （１）医療機関名称     フロッギーズクリニック 

 （２）医療機関所在地    東京都世田谷区野沢一丁目３５番８号３０１号 

 （３）開設者及び管理者   池上 恭司（いけがみ きょうじ） 

 （４）初回指定年月日    平成１９年１月１日 

 

 ２ 指定取消し撤回の理由 

   法第６８条第１項第１号に規定する指定自立支援医療機関の指定の取消事由で

ある法第５９条第２項第１号に該当するに至った、平成２９年５月１９日付けで健

康保険法第８０条第１号、第２号、第３号、第４号及び第６号の規定に基づき保険

医療機関の指定を取り消された処分について、行政事件訴訟法第２５条第２項の規

定に基づく平成２９年９月４日付東京地方裁判所による決定により効力が停止さ

れたため。 

 

３ 撤回の期限 

      平成２９年１０月２５日から、保険医療機関指定取消処分について、平成２９年

９月４日付けの東京地方裁判所により決定された当該取消処分の効力が停止されて

いる期間の終了まで。 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 
東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課 
電話 ０３（５３２０）４４６４（直通） 
 


